
株式会社 安全 

運営規定（指定特定福祉用具販売・指定特定介護予防福祉用具販売） 

【事業の目的】 

第１条 

 株式会社安全は（以下、「事業所」という）が行う指定福祉用具貸与の事業（以下、「事業」という）の適正

な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員（介護福祉士、技師装具

士、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、社会福祉士）又は厚生労働大臣が指定した福祉用具専門相談員

講習修了者、若しくは都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認めるもの（以下、「相談員」という）

が要介護状態または要支援状態にある高齢者（以下、「利用者」という）に対して、適正な指定特定福祉用具

販売または指定特定介護予防福祉用具販売（以下、「福祉用具販売等」という）を提供する事を目的とする。 

 

【運営の目的】 

第２条 

 １．事業所の相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて、自立した能力に

応じて、自立した日常生活を営むことが出来るように、利用者の心身の状況・希望及びその置かれてい

る環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の提案・援助・取付・調整等を行い、日常生活上の便宜を図

り、その心身の機能に資するとともに、擁護者等の心身の負担軽減を図る。 

 ２．事業の実施に当たっては、関係市町村や地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的

なサービスの提供に努める。 

 

【事業所の名称等】 

第３条 

 １．名 称：株式会社 安全 

 ２．所在地：北海道北見市光西町１７２番地 

 

【職員の職種、員数、職務内容】 

第４条 

 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通り。 

 １．管理者 １名 

   管理者は、事業所の従業員の管理・相談及び業務状況の把握その他管理を一元的に行うとともに、従業

員に運営等に関する規定を遵守させるため必要な指示命令を行う。 

 ２．相談員 ２名（常勤換算で２名以上） 

   相談員は、適切な福祉用具の提案・選定の援助、取付・調整等を行う。 

 

【事業所の営業日と時間等】 

第５条 

 １．営 業 日：第２･４土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（12/30～1/5）、夏季休暇（8/14～8/16）、会社

の定めた休日、以外の全日 

 ２．営業時間：午前８時３０分～午後５時３０分 

 ３．そ の 他：利用者の状況や擁護者の状況に応じて、営業日や時間外であっても対応可能な場合は、サー

ビスの提供を行う。 



【福祉用具販売等の提供方法、取扱う種目及び販売費用等】 

第６条 

 １．福祉用具販売等の提供方法及び内容は次の通りとする。 

      ①福祉用具販売等の提供に当たっては、利用者の心身の状況や希望及びその置かれている環境を踏まえ、

指定特定福祉用具等が適切に選定され且使用されるように、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、

カタログ等の文章を示して、福祉用具等の機能・販売費用等に関する情報を提供し、個別の福祉用具販

売等の販売に関わる同意を利用者や擁護者に行わなければならない。 

      ②販売する福祉用具等の機能・安全性・衛生状態等に関して、点検を行なわなければならない。 

      ③利用者の身体状況等に応じて、指定特定福祉用具等の調整を行うとともに、当該福祉用具等の使用方法

の指導及び留意事項や故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行なった上で、

必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具等を使用させながら使用方法の指導を行う。 

      ④居宅サービス計画または介護予防サービス計画に福祉用具販売等が位置づけられる場合は、専門相談員

は当該計画に福祉用具販売等が必要な理由が記載されるように措置しなければならない。 

      ⑤居宅サービス計画または介護予防サービス計画が作成されていない場合は、専門相談員は福祉用具購入

費の申請時に当該福祉用具販売等の提供が必要な理由等がわかる書類を確認しなければならない。 

     ２．販売費用等については次の通りとする。 

      ①福祉用具販売等を提供した場合は、介護保険法第４４条第３項に規定する「現に特定福祉用具の購入に

要した費用の額」の支払いを受けるものとする。 

②次条の通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具販売等に要した交通費及び特別な搬入に要した経

費は、その実費を徴収する。 

 ア）事業所から、通常の事業の実施地域を越えて１km に付 ７０円 

 イ）特別な搬入による場合                実費 

③費用の支払いを受ける場合は、利用者またはその家族や擁護者に対して事前に文書で説明を行なった上

で、支払いに同意する旨の文書（保険者への申請書類等）に署名（記名捺印）を受けることとする。 

     

    【通常の事業の実施地域】 

    第７条 

      通常の実施地域：オホーツク管内 

 

【ハラスメント対策】 

第８条 

  ハラスメント対策については、別紙「ハラスメント対策（パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、

カスタマーハラスメント等）」に基づき実施するものとする。 

 

【虐待防止について】 

第９条 

  事業者は、高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができる

様に支援する為に、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、別紙「高齢者虐待防止方針」に

基づき実施するものとする。 

 

 

 



【その他、運営についての留意事項】 

第１０条 

  １．職員の研修 

    福祉用具販売等の事業所は、専門相談員の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものと

し、また業務体制を整備する。 

   ①採用時研修：入社３ヶ月以内に行う。 

   ②継 続 研 修：年１回以上行う。 

  ２．秘密の保持 

   ①従業員は業務上知り得た利用者又は擁護者等の情報を保持する上で、秘密保持義務は従業者がその地

位を失った後に於いても、その義務を免れない旨を従業者と事業所との雇用契約の内容に含める。 

    又、ご利用者様およびご家族の方に関する秘密の保持及び個人情報の保護については、別紙「プライ

バシーポリシー（個人情報保護方針）」に基づき実施するものとする。 

  ３．運営規定等の掲示 

   ①利用者の便宜に資する為に、事業所の見えやすい場所に、運営規定の概略を掲示するものとする。 

   ②取扱う指定福祉用具の品目・品名及び利用料金等を事業所内に備え付ける。 

  ４．正当な理由なく、福祉用具販売等のサービスの提供を拒まない。 

  ５．自社によるサービス提供が困難な場合、速やかに担当ケアマネジャーに連絡し、その理由等を説明し

た上で、指示を仰ぐものとする。 

  ６．要介護認定を受けていない利用者に対しては、当該利用者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な支援や援助を行う。 

  ７．利用申込者が、法定代理受領サービスの提供を受ける為の支援や援助を行う。 

  ８．居宅サービス計画が作成されている場合は、計画に沿ったサービスを提供するとともに、利用者に何

らかの変更の意向がある場合には必要な支援や援助を行う。 

  ９．利用者の要介護認定等に付き、認定審査会意見が付与されている場合には、認定審査会意見に配慮し

た、福祉用具販売等のサービスを提供する。 

 

附則 この規定は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

         令和 ４年１０月２０日一部改正 

         令和 ６年 ４月 １日一部改正 


